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「いじめ防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめ重大事態の調査に関する 

ガイドライン」の策定について（通知） 

標記について、文部科学省初等中等教育局長等から別添のとおり通知がありましたので、国の「い

じめ防止等のための基本的な方針（平成 29年３月 14日改定分）」及び新たに策定された「いじめ

の重大事態の調査に関するガイドライン」の内容を参考にしなから、いじめ防止等の対策について、

適切に対応するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当 

私学振興担当（佐々木） 

Tel 019-629-5042 
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